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わが国の原子力災害医療派遣チームの現状（抄録） 

越智元郎 1)（gca03163@nifty.ne.jp）、廣橋伸之 2)、長谷川有史 3)、山本尚幸 4)、 
馬越健介 5)、森實岳史 6)、佐藤格夫 7) 

市立八幡浜総合病院 麻酔科 1)、広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療研究部門 2)、 
福島県立医科大学 放射線健康管理学 3)、原子力安全研究協会放射線災害医療研究所 4)、 

愛媛県立中央病院 救急部 5)、松山赤十字病院 救急部 6)、愛媛大学大学院医学系研究科 救急医学 7) 
、 

第 29 回日本災害医学会総会・学術集会：シンポジウム「叡智の結集：国内災害対応チーム」 
2024 年 2 月 23 日（金）8:30～10:00、京都 

 わが国の原子力災害医療派遣チームの現状については、あまり知られていない。 
 原子力規制庁が改定した原子力災害対策指針に基づき、原子力災害拠点病院（以下、拠点病院）が順
次指定されて来たが、拠点病院では原子力災害医療派遣チーム（以下、派遣チーム）の保有が義務づけ
られ、これまで 51 施設が指定された。これに４つの原子力災害医療・総合支援センターを加えた 55
施設から、派遣チーム保有の有無を聴取した（2019 年 12 月）。回答した 50 施設のうち、派遣チーム
保有は 44 施設で、いずれも DMAT を有する厚生労働省指定の災害拠点病院であった。これらの施設
の平均隊員数（研修済みの隊員候補を含む）は 14.6 人、うち DMAT 兼任が 6.0 人（40.8％）を占め
た。派遣チーム保有 44 施設の内、専用車輌、衛星電話、無線機、ユニフォームの保有率は 50.0％、
61.4％、45.5％、20.5％であった。一方、初動時の派遣者が決定されている施設は 25.0％、院内規定作
成は 18.2％、立地道府県との間に協定を締結したのは 4.5％のみであった。一部の拠点病院が派遣チー
ムを持たず、また原子力規制庁が求める派遣チームの各要件が多くの施設において未整備であること
は早急に改善すべき課題である。 
本発表のスライド・口述原稿）http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/24/i223.pdf 
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 お早うございます！ 

市立八幡浜総合病院麻酔科 越智です。「わが国

の原子力災害医療派遣チームの現状」と題してお

話します。 

なお、今回のスライドなどを掲載したウェブ資

料の URL を QR コードで示しますので、ご利用下

さい。 

 

 

申告すべき利益相反はありません。 

 

 
 

はじめに。2015 年、原子力規制庁が改定した原

子力災害対策指針に基き、原子力災害拠点病院が

順次指定されて来ました。拠点病院では原子力災

害医療派遣チームの保有が義務づけられ、2016 年

6 月以降 51 施設に派遣チームが設置されました。   

演者らは 2021 年、上記に４つの原子力災害医
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療・総合支援センターを加えた 55 施設から、派遣

チーム保有の有無などを聴取しました。また、派

遣チーム隊員を対象にどの程度の被ばくを許容す

るか、隊員にどのような研修が必要かを聴取しま

した。これに 2019 年の災害派遣医療チーム

（DMAT）への調査結果（2019 年）とも対比し

て、報告します。 

 

方法です。2021 年、原子力災害拠点病院 51 施

設と 4 支援センターの、原子力防災担当事務職か

ら電話と電子メールで、原子力災害医療派遣チー

ム保有の有無、原子力規制庁が求める項目などが

整備されているかを、聴取しました。 

具体的には、・派遣チームがあるか ・隊員総

数 ・隊員の職種 ・DMAT と兼任の隊員数  

・調整員の指定 ・派遣チーム用の車輌、衛星電

話、無線、 ・物品リスト、７日分目安の食料準

備 ・初動チームを決めているか ・派遣チーム

に関する院内規定 ・立地府県との協定 ・構成
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員の研修受講記録 などです。 

 

結果：担当事務職からの聴取結果です。 

1）全国の 55 施設中 50 施設（90.9％）から回答

を得ました。 

２）原子力災害医療派遣チームを持つと回答した

施設は 50 施設中の 44 施設（88.0％）、持たないと

答えたのが 3 施設（6.0％）、明白な回答をしなかっ

たのが 3 施設（6.0％）でした。 

3）チームを持つ 44 施設の平均隊員数（研修済み

の隊員候補を含みます）は 14.6 人、うち DMAT 兼

任が 6.0 人（40.8％）でした。 

 

 

原子力災害医療派遣チームに関する準備状況で

す。調整員を指定している施設は 54.5％、派遣チー

ム用の車輌、衛星電話、無線を有する施設は 52.3、

61.4 および 50.0％でした。規制庁のリストには含

まれませんが、ユニフォームを持つ施設は 20.5％で

した。物品リスト、７日分目安の食料準備を有する

施設は 56.8 および 22.7％、初動チームを決定して
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いる施設は 25.0％、院内規定作成は 18.2％、行政と

の協定作成済みは 4.5％、受講記録作成済みは

65.9％でした。 

以上の項目のうちでチームの初動に特に影響す

る項目としてユニフォーム、初動チームの決定、行

政との協定締結が上げられますが、これらを達成し

ている施設は 25％以下です。 

 

あるチームのユニフォームです。略称の

「NEMAT」は放射線防護企画課・2018 年通達の

「Nuclear emergency medical assistance team」に基

づいていますが、「emergency」では「原子力救急医

療派遣チーム」になるのではないでしょうか？ 

 

 

結果 2：隊員意見―被ばく許容性に関する隊員の

意見です。原子力災害医療派遣チーム 649 人にアン

ケート票を送付し、47 施設の 438 人（67.6％）から

回答を得ました。 

隊員としての活動中の被ばくについて：回答者

中、原子力災害時に活動できる隊員は 327 人



6 
 

（74.7％）でした。棒グラフの上段は原子力災害医

療派遣チーム専任隊員、中段は DMAT 兼任隊員、

下段は 2019 年に調べた DMAT 専任隊員ですが、

DMAT との兼任隊員において原子力災害時に活動

できる隊員の比率が高率となっています。 

 

 

 

累積 1mSv を超えて活動できるのは 235 人

（53.7％）でしたが、ここでも DMAT 兼任隊員の

方が高率となっています。 

多変量解析の結果で、原子力災害時に活動できる

ことと関連する項目は年齢 50 歳代、DMAT 併任で

した。累積 1mSv を超えて活動できることと関連す

る項目は男性および年齢 50 歳代（OR 2.9）でした。 

 

結果（2-2）：隊員に必要な研修項目ですが、原子

力災害医療派遣チームが学ぶべき DMAT の研修項

目、DMAT が学ぶべき原子力災害に関する研修項

目として、各 6 項目の中から選んで貰いました。 
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原子力災害医療派遣チームが学ぶべき DMAT の

研修項目数は DMAT 併任隊員で 4.26 項目、原子力

災害医療派遣チーム単独の隊員では 3.86 項目、研

修不要と答えた人はわずかでした。 

 

 

DMAT が学ぶべき原子力災害に関する研修項目

数としては、DMAT 併任隊員で 4.61 項目、原子力

災害医療派遣チーム単独の隊員では 4.30 項目、ど

ちらも併任隊員で多かったのですが、有意な差では

ありませんでした。 
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考察です。派遣チームの準備改善の起点になり得

るのはユニフォーム制作と行政との協定締結であ

ると考えられます。 

■１．原子力災害医療派遣チームのうち、DMAT 兼

任の隊員が半数を占める状況で、新たに原子力災害

医療派遣チームのユニフォームを作成するのでな

く、帽子や胸章などから、原子力規制庁管轄下の原

子力災害医療派遣チームとしての活動であること

を明示することが合理的と考えます。その際、「原

子力災害医療派遣チーム」の略称とマークは全国で

共通化することが好ましく、演者は「N-DMAT 

（Nuclear Disaster Medical Assistance Team）」 を

提案したいと思います。また、マークとして原子力

災害下の活動で、かつ原子力規制庁の管轄下にある

チームであることを示すために、原子力規制庁のマ

ークを使用させていただいてはどうでしょうか。 
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■２．全国の原子力災害拠点病院のうち、行政との

間で原子力災害医療派遣チームに関する協定を結

んでいるのは鳥取県と長崎県の 2 病院のみです。こ

のことは院内規定策定、初動チーム決定などができ

ていないことにもつながっています。 

 全国の原子力災害拠点病院が立地県と原子力災

害医療派遣チームに関する協定を結ぶことができ

るよう、原子力規制庁、原子力災害医療・総合支援

センターなどの調整・指導をお願いしたいと思いま

す。 

 
 

 

 ■３．原子力災害医療派遣チームと DMAT 隊員

はそれぞれ、一般災害と原子力災害の両方の研修・

訓練を受けることが有意義と感じています。これを

効率的に実現するために、両研修への相互乗り入れ

を実現することはできないでしょうか。管轄官庁で

ある厚生労働省と原子力規制庁が協議して下さる

ことを希望します。 
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全国の原子力災害医療派遣チームの準備状況に

ついて紹介しました。ユニフォーム、行政との協定、

院内規定、初動チーム決定などがほとんど未達成で

あり、早急にこれらを整備する必要があります。 

原子力災害医療派遣チームの養成には、DMAT

養成課程との相互乗り入れを実現したいと考えま

す。 

以上、ご静聴有難うございました。 

参考資料（準備中） 

1． 本発表のスライド・口述原稿（QR コード・下） 

http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/24/i223.pdf  
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